
コロナ特措法緊急事態措置発令下における 

保育受入要件及び休園証明書 

 

コロナ特措法に基づく緊急事態措置発令下における保育の提供については、下記のとお

り利用条件を満たした申込みに限り【臨時編成Ⅲ】として提供し、該当しない又は対応でき

ない場合は原則休園となることを証明します。 

（大阪府教育庁通達１０９３号／大阪市こ青局４月７日付通達 に基づく保育提供） 

 

 

【 臨時編成Ⅲ 】 

 

 期  間： 令和２年４月８日 ～ 令和２年５月６日 

                     ※祝祭日、日曜日、土曜日はすべて完全休園 

 時  間： １０：００ ～ １７：００ 最大７時間保育 

 対  象： ２号３号認定（保育要件）及び１号認定（教育利用）で 

利用要件を満たす保護者様 

利用要件： 保護者の就労（職場への出勤等）または、 

福祉的配慮（疾病・障がい・出産・親族介護・その他配慮を要する家庭等） 

に該当し、やむを得ず保育を必要とする保護者 

 そ の 他： バスありません。給食ありません。 ＞＞＞ お弁当持参 

 注意事項： １人でも関係者に感染が確認された場合は、即日休園措置となります。 

       大阪市など、行政からの要請・指示により変更や休園になる場合があります。 

（同意事項） 

① 利用申込書 兼 理由／同意書の提出 

② 登園前の園児体温測定と提出 

③ 体調不良時は受入不可、自宅待機 

④ 登園後の体調不良時、３０分以内のお迎え 

⑤ 登降園時は接触をさけ、すみやかに退出 

⑥ 必要な情報の共有 

⑦ 自己責任での利用 

⑧ その他、利用契約同意事項に準じる 

 

 

在園児氏名： 〇〇〇組 〇〇 〇〇 

 

                  令和 ２年 ４月  日 

 

運営法人 学校法人 東平野幼稚園 

施設名称 幼稚園型認定こども園 

                       東平野幼稚園 

施設住所 大阪市平野区平野東１丁目７番４１号 

                       ０６－６７９１－２６２０ 

施 設 長 園長 〇〇 〇〇       印 


